
折り込み紙

市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

自宅のパソコンなどから国
税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」へ

申告書作成から提出までの流れ

画面の案内に従って金額
などを入力し、申告書な
どを作成

印刷して郵送などで提出

または

事前準備が必要です。詳しくは
e-Taxホームページをご覧くだ
さい。

作成コーナー

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料･介
護保険料･後期高齢者医療保険料の算定･軽減判定などに必要なため、平成27
年中の所得がなくても市民税･県民税の申告をすることをおすすめします。

この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するため
の目安ですので、当てはまらない場合があります。

申告は不要です

申告は不要です

申告は不要です

確認してみましょう！ 私は申告が

平成27年中に収入が
ありましたか？

ない

ない

ない

家族の人の税法上の扶養親族
（16歳未満を含む）ですか？

公的年金等の源泉
徴収票に記載され
ている控除内容に
変更や追加があり
ますか？

年末調整を受けて
おり、その内容に
変更や追加はあり
ますか？

所得税等の還付を受ける人は確定申
告が必要です。それ以外の人は市民
税・県民税の申告をしてください。

所得税等の額が増える人や還付を受
ける人は確定申告が必要です。それ
以外の人は市民税・県民税の申告を
してください。

原則、確定申告が必要です

市民税・県民税の申告をしてく
ださい

ある、または
年末調整を
受けていない

収入の内容は？

① 公的年金収入のみで、
　 その合計が400万円
　 以下
② １カ所からの給与収
　 入のみ
③ ①･②以外

次のA～Dのいずれかに該当しますか？
■１カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以
　外の所得の合計が20万円を超える
■２カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額
　と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が
　20万円を超える
■公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年
　金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
■上記■～■以外の人で、平成27年１年間の所得の合計が、
　所得控除額の合計を超える
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